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麦・大豆国産化プラン

産地名：深川市
原田麦作組合

（作成主体：原田麦作組合）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

生産の現状
事業実施主体は全水田面積（令和4年38.69ha）に対して主食用米の作付割合が約６割（令和4年22.31ha）を占

めている。
本地域は道内でも有数の米産地であり、「日本一の米産地」を目標に掲げているが、近年主食用米の国内需要

が減少する中で、地域所得を確保する為には水稲と国の戦略作物である（麦・大豆等）を組み合わせた水田の輪作
化及び生産拡大をする必要がある。
麦・大豆の生産拡大にあたっては、担い手への集積が急速に進む状況を踏まえ、団地化を推進し、人・農地プラ

ンの取組との連携を図り農地の集約化を行うことで、効率的作業を可能とする生産性の高い麦・大豆産地づくりを
推進していく。
現在、深川市においては、水田収益力強化ビジョンにより水田活用の推進に取り組んでいるが、本プランに沿っ

て、麦・大豆の生産性向上・生産拡大に係る取組をより具体化すると共に関係者の連携を強化し、農業の更なる活
性化を図っていく。

生産の推移

小麦

作物名

作物計



生産の課題
・作付面積は増加傾向で推移しているが、小麦の単収は横ばい傾向となっている。

・単収が増加しない原因として、連作障害や気象条件（干ばつ少雨・多雨・多湿）による作業の遅れ等が考えられ、
収量を向上・安定化させるためには、排水対策・適期作業、ブロックローテーションの実施が課題となっている。

・更に、近年は肥料費を始めとした生産費高騰により利益を圧迫 また農地集約が進み作業面積が拡大したことに
より水稲作業との競合による適期作業の逸失等も単収低下の要因と考えられる。大型機械の導入を求めたいが昨
今の農機価格急騰により個人での導入が困難

・作付面積の増加に伴い、一時的にＪＡ施設の集荷能力を上回る出荷量となる可能性が有り、出荷制限等の制約に
より適期の収穫を逸失する可能性が考えられる。

課題解決に向けた取組方針（安定サイクルの確立）

１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
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排水改良
・サブソイラー
プラウによる
排水対策の実施

適期作業
・大型コンバイン
の導入による適
期収穫作業の効
率化

集出荷体制強化

・施設能力の増設

・貯蔵施設の増設

多額の費用が必要

★ 補助事業を積極的に活用 ★

収入源として期待出来
れば安定した作付面積
を確保できる。

安定した作業体系を確
立できれば品質収量の
向上に繋がる。

品質収量が向上すれば
安定した収入源となる。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

原田麦作組合
実需者ニーズが生産者の営農計画に着実に反映されていくよう、地域JA等と一体となって、JA営

農懇談会や技術講習会等を通じた、品種別・用途別の需給動向の情報提供に取り組んでいく。また
安定した供給が図られるよう、基本技術の徹底や新技術の導入、病害虫への抵抗性や加工適正が優
れた品種への転換など、安定生産と品質の確保に取り組んでいく。

実需者

・実需動向の提供

・産地視察

情報交換

産 地（深川市）

・保管体制の整備

・需要に応じた生産試験栽培

・実需訪問

調 整

ホクレン



小 麦

２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

ホクレン
受託販売

産地（深川市）
原田麦作組合
取扱量（R4年産）

現状 29.67ha
112.4t

目標 36.59ha
179.2t

委託販売
取扱量（R8年産）

現状 112.4ｔ
目標 179.2ｔ



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

深川市地域農業再生協議会
役 割
・国産化プラン推進に係る調整
・作付面積確認及び調整
・各関係機関への申請、報告等

深 川 市
役 割
・各関係機関への申請、報告等
・情報収集提供
・行政手続きに関する助言等

土地改良区
役 割
・安定した水源の供給
・圃場基盤整備による生産性向上
・行政手続きに関する助言等

農業委員会
役 割
・農地移動に関する相談、手続き

ホ
ク
レ
ン

実

需

者

関係機関

連携・協力

原田麦作組合

役 割
・良質な農産物の生産
・求められる作付面積
の確保

委託販売

集
荷
業
者

委託販売 受託販売

受託販売

産 地

農業改良普及センター
役 割
・生産技術指導 ・情報収集提供

きたそらち農業協同組合
役 割
・生産技術指導 ・情報収集提供
・集荷体制構築 ・集荷施設運営
・販売体制強化 ・関係機関との調整
・関係補助事業活用支援

連携・協力




